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まち づく り ガイ ド ラ イ ンの位置づけ・ 適応範囲2

総則

　 空港島地域開発用地及び空港対岸部地域

開発用地を 対象に行われる まちづく り 事業

は、 24時間型国際拠点空港である 中部国際

空港への臨空性を 最大限に活かして、 全国

的・ 世界的な都市拠点の形成を目指すも の

であり 、 こ のまち づく り 事業の対象地区を

「 中部臨空都市」と 呼ぶ。

○

　 本ガイ ド ラ イ ン は、 中部臨空都市のまち

づく り 事業において、 良好な都市景観、 都

市環境の形成と 将来にわたっ て維持する た

めの方策、 魅力ある まち づく り のあり 方を

提示するこ と で、 企業進出の検討に供する

こ と を目的に策定するも のである 。

　 なお、 本ガイ ド ラ イ ン は、 中部臨空都市

を 取り 巻く 状況の変化に対応する ため、 必

要に応じ て適宜見直し ていく も のである 。

○

（ 1 ）まち づく り ガイド ライン の位置づけ

　 本ガイド ラ イ ン は、「 中部臨空都市」 の全

域に適用する 。

　 　 空港島　 　 　 約107 ha

　 　 空港対岸部　 約 123 ha

　

○

（ 2 ）まちづく り ガイド ラインの適用範囲

図表　 １ －１ 　 ガイ ド ラ イ ンの適用範囲



まち づく り の基本方針 3

　 本ガイ ド ラ イ ン は、 中部臨空都市を対象

と し た まちづく り 事業の基本と なるも のと

し て、 以下の項目について 定めたも のであ

る。

　 次の基本目標の達成に向けて、 中部臨空

都市のまち づく り を推進する。

　 基本目標を 達成する ために、 次のまちづ

く り コ ンセプト のも と で推進する。

　 世界レ ベルの先進的かつ本格的な国際臨

空都市の実現

　 世界的視野に基づく 企業誘致と 中核プロ

ジェ ク ト による 次世代産業拠点の実現

　 環境に配慮し た資源循環型のまちの実現

　 次世代産業技術のグロ ーバル・ ゲート

シ ティ

　 国際性のあるにぎ わいを 備え た 新たな

生活を 提案する ラ イ フ スタ イル創造都市

　 次世代を 担う 国際人を育む都市

まち づく り の基本方針

土地利用全体計画

ゾーン別整備計画

土地処分の基本方針

土地処分条件

景観形成、 建築物等に関する基準

環境保全への配慮

供給・ 処理施設の利用

まち づく り への参画

○

○

○

○

○

○

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

（ 3 ）まち づく り の基本方針

中部臨空都市

ア　 基本目 標

イ 　 コ ン セプト

　 地域に向けて ―― 国内外と の交流を通

し て知多半島の人・ 自然・ 文化を再発見で

き る 街。 個性と 活力ある 未来の知多半島

がこ こ から 生まれる 。

　 中部圏に向けて ―― 環伊勢湾の自然やも

のづく り を 体験でき る 新世紀の非日常的な

交流拠点。 ビジネススト ーリ ーと エン タ ー

ウ　 中部臨空都市が発信する メ ッ セージ

○

○

○

■ま ち づく り コ ン セプト

次世代の産業技術やラ イフ スタ イ ルが創造・ 発

信さ れるエアフ ロント ・ シティ

～伊勢湾新拠点をめざし て～

中部臨空都市



まち づく り の基本方針4

テイ メ ント あふれる 、 最も 新し い個性派ベ

イ エリ ア。

　 世界に向けて ―― 伝統と 先進技術が集

まる も のづく り の国の空と 海の玄関口。 目

を 見張る次世代の産業と ラ イ フ スタ イ ルが

創造・ 発信さ れ、 地域と 世界が直結する

ゲート ウェ イ 。

　 まちづく り を進めていく 上で、 ヒ ュ ーマ

ン スケールでかつ多自然型の都市環境、 水

辺の活用といった都市アメ ニティ の視点と 、

賑わい、 交流・ 集客と いっ た 街の演出と

個性づく り の視点から 、 以下の四つをデザ

イ ン コ ンセプト と し て設定する。

　 人の歩行速度に合っ た魅力的な空間づく

り 、 歩く プロセスを 重視し たまち づく り を

行う 。

　 大規模なまちづく り 事業は、 先行する類似

事例を見ても長期を要するこ と が一般的であ

り 、 本事業においても期間を 3 期に分けた段

○

階整備を行う 。

3 期から 構成さ れる 段階整備

( ア )　 創設期： 借地方式、暫定利用を含めて

　 　 　 　 　 　 　 　土地の利用を優先

( イ )　 展開期： 中核的施設の開業を 目指す

( ウ )　 熟成期： まち づく り の熟成を 目指す

エ　 　まち づく り のデザイ ン コ ン セプト

オ　 　段階的整備

( ア )　 歩き たく なる まちづく り

　 地域の風土の中に溶け込み、 緑豊かな

まち づく り を行う 。

( イ )　 風土になじ むまち づく り

　 伊勢湾の夕日、 空港の夜景、 橋梁などが

美し く 見えるまち づく り を 目指す。

( ウ )　 眺めを楽し むまち づく り

　 人、 モノ 、 情報と の新たな出会いを予感

さ せ、 賑わいを 演出で き る 、 優れたデザ

イ ン を積極的に取り 込んだまちづく り と す

る 。

( エ )　 未来が見えるまち づく り



まち づく り の基本方針 5

中部臨空都市

図表　 １ －２ 　 事業スケジュ ール

年度

段階整備

創設期（ 20 03 年度～2007 年度）

部分竣功

戦略立案

企業誘致活動

(注)　本スケジュ ールは、 事業の進捗に応じ て見直し ていきます。

◆中核的施設開業

◎中部国際空港開港

展開期（ 2008 年度～2015 年度 ）

熟成期（ 2 016 年度以降）

埋立造成

基盤整備

土地処分

企業誘致

2002 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 ～ 2015年度 2016 年度以降



陸・海・空の結節点という立地条件を
活かした物流拠点等の他、臨海性を活か
し、マリーナを中心とした交流、レクリ
エーション、商業等の機能を導入する。



土地利用・ 全体計画 7

商業地域

容積率／建ぺい率

500 ／ 8 0

300 ／ 6 0準工業地域

商業地域

容積率／建ぺい率

500 ／ 8 0

300 ／ 6 0準工業地域

　 　 商業地域及び準工業地域

　 　 商業地域及び準工業地域

中部臨空都市

イ 　 用途・ 容積

( ア )　 空港島

( イ )　 空港対岸部

図表　 ２ －２ 　 空港対岸部ゾーニング設定



土地利用・ 全体計画8

図表　 ２ －３ 　 用途・ 容積設定（ 空港島）

図表　 ２ －４ 　 用途・ 容積設定（ 空港対岸部）



土地利用・ 全体計画 9

　 　 2025 年の計画フ レ ームを以下のよ う に設定する。

　 事業面積　 空港島　 約 107ha　 空港対岸部 　 約 123ha　 合計約230ha

　 就業人口　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 約 1 万７ 千人

　 夜間人口（ = 常住人口＋宿泊滞在人口 )　 　 約　 　 ２ 千人

　 交流人口　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 約１ 千万人／年間

○

○

○

○

中部臨空都市

ウ　 人口フ レ ーム

図表２ －５ 　 土地利用全体イ メ ージ



土地利用・ ゾーン別計画10

0 500m

港湾交流地区 総合物流地区

・

景観重点地区

商業・ 業務地区

商業・ 業務地区

駅前複合業務地区

職住複合業務地区

（ 2 ）  ゾーン別計画

図表　 ２ －６ 　 空港島地区区分

図表　 ２ －７ 　 空港対岸部地区区分

　 全体ゾーニングを 踏まえ 、 各ゾーン ごと に 、

立地特性に対応し たいく つかの地区を設定する 。

　 なお、 空港島及び 中央ゾ ーン を 除く 空港対

岸部については、 各ゾーン１ 地区の設定と する。



陸・海・空の結節点という立地条件を活かした物流拠点等の
他、マリーナを中心とした交流、レクリエーション、商業等
の機能を導入する。



土地利用・ 交通ネッ ト ワーク12

　 鉄道、 道路を 有機的に結節する 。 また、

歩行者空間を最大限に尊重し た構成と する。

　 空港対岸部については十字＆ループの明

快な幹線道路構成と し 、 空港島は空港タ ー

ミ ナル、 海上アク セスタ ーミ ナルを中心と

し た構成と する 。

（ 3 ）  交通ネッ ト ワーク

ア　 主要交通ネッ ト ワーク 構成
　 歩行者ネッ ト ワーク については、 公共交

通ネッ ト ワーク と の効果的な連携を図り つ

つ、 水と 緑のネッ ト ワーク と 有機的に絡み

合う 構成と する。

イ 　 歩行者ネッ ト ワーク 構成

　 駅前広場については、 駅周辺の土地利用

と 連携し つつ、 駅の南北に設置を 行う こ と

と する 。 主に、 駅の北側は公共交通機関、

南側は一般送迎と 、 機能分担を図る。

ウ　 駅前広場

図表　２－９　空港対岸部の鳥瞰イメージ



土地利用・ 交通ネッ ト ワーク 13

中部臨空都市

図表　 ２ －９ 　 主要交通ネッ ト ワーク （ 空港島）

図表　 ２ －10　 主要交通ネッ ト ワーク （ 空港対岸部）

10

11



　 中部臨空都市においては、 自然景観 、

人工景観の両者において、さ まざまな独自

の景観要素が存在する。 土地利用及び施

設整備にあたっては、 こ れら の景観要素を

最大限に活用し 、豊かな都市環境と 景観の

形成を図る 。

○

（ 4 ）  景観形成

ア　 景観要素の活用

　 水と 緑のネッ ト ワーク について、 親水空

間及び緑地等を 歩行者ネッ ト ワーク と 連

動し て整備する こ と によ り 、 潤いのある

快適な街並み景観の形成を図る 。

　 親水空間・ 緑地

　 空港島及び 空港対岸部に 港湾、 沿岸

エリ ア、 人工海浜、せせら ぎ等施設を親水

空間の骨格要素と し て配置する 。

　 更に、 緑地を 計画的に 配置し 、 景観形

成や既存市街地と の緩衝等の役割を 担わせ

る。

　 空港島においては、 特に空港対岸部と の

眺望の呼応に配慮し 、 北東の沿岸エリ アに

重点的に緑地を 配置する。

　 空港対岸部においては、 沿岸地区全域に、

イ 　 水と 緑のネッ ト ワーク

図表　 ２ －1 2　 景観イ メ ージ

図表　 ２ －11 　 主な景観要素

自然景観

人工景観

〇伊勢湾

〇知多半島丘陵地

〇鈴鹿山脈

〇空港島及び空港タ ーミ ナル

〇離発着する飛行機

〇連絡橋

〇洋上を行き 来する船舶

〇人工海浜

〇緑地

土地利用・ 景観形成14
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13
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図表　 ２ －13　 緑地配置計画（ 空港島）

図表　 ２ －14 　 緑地配置計画（ 空港対岸部）

緑地を配置すると と も に、 既存市街地と の

境界部分にも 緩衝地区と し て緑地を 配置す

る 。

　 こ れら によ っ て形成さ れる 水と 緑のネッ

ト ワーク に、 歩行者空間を有機的に連動さ

せるこ と により 、 潤いのある歩行者空間や

都市環境を 形成する。

土地利用・ 景観形成 15

中部臨空都市

14

15
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図表　 ２ －1 5　 水と 緑のネッ ト ワーク （ 空港島）

図表　 ２ －16　 水と 緑のネッ ト ワーク （ 空港対岸部）

土地利用・ 景観形成16

16

17



土地処分

（ 1 ）  土地処分対象区域

図表　 ３ －１ 　 空港島の土地処分対象区域

ア　 空港島

　 　 空港島における土地処分対象区域は、 下図に示し たと おり である。

　 　 空港対岸部における 土地処分対象区域は、 下図に示し たと おり である。

イ 　 空港対岸部

図表　 ３ －２ 　 空港対岸部の土地処分対象区域

0 500m

土地処分・ 土地処分対象区域 17

中部臨空都市



・事業用定期借地権



定期借地方式事業用定期借地
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開発誘導指針

（ 1 ）  敷地利用

図表　 ４ －１ 　 ゾーニング及び地区設定

ア　 敷地規模

　 　 各地区の整備方針に合わせ、 一定規模の施設立地によ る ま と まり のある 街区形成を 図る ため、

最小敷地規模を 設定する 。

イ 　 公共的空間の形成

　 　 主要交差点部分について は、 動線の結節点と し て の演出や、 歩行者の滞留空間の創出等、 一

 体的な 空間形成を 図る 。

　 　以下に示す建築物等に関する 基準は、 今後ま ち づく り の指針と する と と も に、 進出企業等の建築

行為に係る 誘導、 規則の基準と する 。

空港島

ゾーン

港湾交流ゾーン

総合物流ゾーン

港湾ゾーン

中央ゾーン

（ 注） 残区画の状況によっ ては最小敷地規模での分譲ができない場合があり ます。

生活文化ゾーン

研究生産ゾーン

港湾交流地区

総合物流地区

港湾地区

大規模商業地区

駅前複合業務地区

景観重点地区

職住複合業務地区

商業・ 業務地区

商業・ 業務地区

研究・ 生産地区

1 ,0 00

1 ,0 0 0

1 ,0 0 0

8 0 ,0 0 0

1 ,0 0 0

1 ,0 0 0

1 ,0 0 0

3 ,0 0 0

3 ,0 0 0

3 ,0 0 0

地　 　 区 最小敷地規模 ( ㎡ )

空港対岸部
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中部臨空都市

　 各施設で発生する駐車需要に応じ て、 必

要台数分を 敷地内で確保する。

　 また、 公道上でのサービ ス車両の駐停車

を回避する ため、 サービスヤード を敷地内

に確保する よう 努める 。

ウ　 駐車場 　 やむを えず垣・ 柵を 設ける 場合は、 沿道

景観に配慮し 、 植栽等で修景を 施す。

　 垣・ 柵の高さ は、 歩行者の視界の確保や、

周辺環境に配慮し て設置する。

（ 2 ）  建築形態等

( ア ) 整備量

　 進出企業等は、 地域地区で定めら れた用

途のほか、 図表２ －８ に示さ れた地区毎の

整備方針に基づき 、 建築物を計画するも の

と する。

ア　 用途

( ア ) 用途制限

　 回遊性のあるまちづく り を実現するため、

歩行者動線部分に、 賑わいを創出する店舗

やオープン カ フ ェ 等の設置に努める 。

( イ ) 歩行者動線部分の用途

　 道路等と の一体的な空間を確保し 、 ユニ

バーサルデザイ ンのまちづく り を実現する

ため、 公共空間と 敷地と の境界で、 地盤高

を揃えるよ う にする。

　 地盤高を 揃えるこ と が困難な場合には、

スロープなどを 設置するこ と により 対応す

る。

エ　 敷地境界

( ア ) 地盤高

　 敷地の境界には、 原則と し て垣・ 柵を設

けず、 必要に応じ て植栽等で対応する 。

( イ ) 垣・ 柵

　 出入口については、 道路管理者及び地元

警察署へ相談する。

( イ ) 出入口の位置

　 北条向山線に出入口を設置し た駐車場に

ついては、 良好なロード サイ ド 型商業施設

の景観を形成するよう 、 道路から 見える緑

の量を 確保し 、駐車場の植栽に工夫を行う 。

　 研究・ 生産地区の敷地における駐車場に

ついては、 植栽、 土盛り 等、 道路から の景

観に配慮し た整備を行う 。

( ウ ) 景観面の配慮



（平成29年７月１日常滑市告示第29号）

(※)建築基準法施工令の改正（平成 30 年４月１日）により、現行は令第 130 条の 9 の5 に規定されています。

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
(1) 個室付浴場に係る公衆浴場その他これに類す

るもので建築基準法施行令(昭和 25 年政令第
338 号。以下「令」という。)第 130 条の 9 
の 3 に定めるもの（※）

(2) キャバレーその他これに類するもの
(3) ナイトクラブその他これに類する令第 130 条

の 7 の 3 に定めるもの
(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類
するもの(風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)
第 2 条第1項第5号に該当するものを除く。)

(5) 床面積の合計が15㎡を超える畜舎(ペット
ショップ、動物病院その他これらに類するも
のを除く。)

(6) 葬儀場
(7) 納骨堂
(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 

年法律第 137 号)第 7 条に規定する一般廃棄
物処理業、同法第 14条に規定する産業廃棄
物処理業又は同法第 14 条の 4 に規定する特
別管理産業廃棄物処理業の用に供する建築物

(9) 動物処理場等に関する条例(昭和 24年愛知県
条例第 3 号)第 1 条に規定する動物処理場

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
(1) キャバレーその他これに類するもの
(2) ナイトクラブその他これに類する令第 130 

条の 7 の 3 に定めるもの
(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類
するもの(風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)
第 2 条第1項第5号に該当するものを除く。)

(4) 床面積の合計が15㎡を超える畜舎(ペット
ショップ、動物病院その他これらに類するも
の及び研究開発施設に付属するものを除
く。)

(5) 葬儀場
(6) 納骨堂
(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 

年法律第 137 号)第 7 条に規定する一般廃棄
物処理業、同法第 14条に規定する産業廃棄
物処理業又は同法第 14 条の 4 に規定する特
別管理産業廃棄物処理業の用に供する建築物

(8) 動物処理場等に関する条例(昭和 24年愛知県
条例第 3 号)第 1 条に規定する動物処理場



開発誘導指針・ 建築形態等 23

中部臨空都市

図表　 ４ －３ 　 り んく う 地区計画（ 計画図）

空港対岸部B地区

空港対岸部A 地区

1/1000 0（ m）
0 100 200 30 0 400 500
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図表　 ４ －４ 　 中部国際空港における空域制限表面

　 中部国際空港は、 国土交通大臣によ っ て

設置の告示がなさ れる 公共空港（ 第一種空

港 ）と なるため、 周辺地域においては、 空

域制限表面（ 進入表面、 転移表面、 水平表

面（ 航空法第2条）、延長進入表面、円錐表面、

外側水平表面（ 同法第56条の２ ））の上に出る

高さ の物件を設置・ 留置し てはなら ない制

限を受ける（ 同法第 49 条第1項）。

　 こ のう ち 、 水平表面（ 滑走路上の標点を

中心と する円）は半径 4,000mと 規定さ れて

いるため、 中部臨空都市においては、 空港

島及び空港対岸部のほぼ全域が、 滑走路標

点から 高さ 45m までの空域制限表面と な

る 。

　 図表４ －5 に建築物の高さ が滑走路標点

から 45m までに制限さ れる区域を示す。

ウ　 高さ
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図表　 ４ －５ 　 建築物の高さ 4 5m 制限区域



エ　港湾法

(ｱ)　港湾計画の各土地利用の区分

(ｲ)　各土地利用の区分の主要な内容

a 交通機能用地
区分 概要 用途 具体の利用形態

道路用地 臨港道路、都市計画道路
鉄道用地 鉄道、軌道
飛行場用地 空港、ヘリポート、コミューター基地
以上に付随するもの 上記に付随する緑地、駐車場、便益施設用地等

b 工業用地
区分 概要 用途 具体の利用形態

工場用地 工場用地（工場の施設用地に付随した研究施
設、教育施設並びに危険物を取り扱う石油精製
施設を含む）

情報通信施設用地 工場に付随する情報処理施設・電気通信施設
研究施設用地 工場に付随する研究施設及び附帯施設
発電所用地
以上に付随するもの 上記に付随する緑地、道路、駐車場、荷捌き施

設、保管施設、福利厚生施設（休泊所、診療所
等）官公署事務所（税関、地方運輸局、地方整
備局、海上保安官署、警察署、消防署等）便益
施設（商店、飲食店、ガソリンスタンド等）、
エネルギー供給施設用地、下水処理場

c 都市機能用地
区分 概要 用途 具体の利用形態

住宅用地 住宅
業務施設用地 一般的都市機能の用に供する業務施設用地、情

報通信施設用地
商業施設用地 一般的都市機能の用に供する商業用地施設用

地、卸売市場用地
供給処理施設用地 下水処理場、清掃工業用地等
以上に付随するもの 上記に付随する緑地、道路、駐車場、便益施設

用地等

交通機能用地 陸上及び航空交通の
用に供する用地

工業用地 工業の用に供する用
地及びこれに付随す
る施設のための用地

一般的都市機能の用
に供する用地

都市機能用地

区分 概要 該当ゾーン
交通機能用地 陸上及び航空交通の用に供する用地

工業用地
工業の用に供する用地及びこれに付随する施設の
ための用地

交流厚生用地

港湾の通じた人的・経済的な国内外の様々な交流
活動を推進する施設、又は港湾におけるレクリ
エーション活動の用に供する施設、及びこれらに
付随する施設のための用地

空港島港湾交流ゾーン

都市機能用地 一般的都市機能の用に供する用地 港湾ゾーン以外の空港対岸部用地

港湾関連用地
港湾における物流・人流などの輸送活動の増進を
図り、また、これらの活動を支援するための用地

空港対岸部港湾ゾーン

空港島総合物流ゾーン



d 交流厚生用地
区分 概要 用途 具体の利用形態

港湾交流施設用地 会議場施設、展示施設、研修施設、その他の共
同利用施設

港湾文化施設用地 図書館、博物館、水族館、公会堂、展望施設等
の文化施設

情報通信施設用地 国際交易を支えるための情報処理施設、電気通
信施設（テレポートを含む）、その他情報通信
施設

国際業務施設用地 貿易関連事業所
マリーナ用地 レクリエーション船舶のための陸上保管施設、

船舶役務用施設、船舶上下架施設、用具倉庫
等、クラブハウス。これに付随する福利厚生施
設、文化施設、（展示施設等）

スポーツ・レクリ
エーション施設用地

マリーナと一体的なスポーツ・レクリエーショ
ン施設用地、民間が整備するスポーツ・レクリ
エーション施設用地

マリーナ関連施設用
地

レクリエーション施設利用者のための旅館、ホ
テル、商店、飲食店、ペンション、保養所、艇
庫付き住宅

以上に付随する施設 上記に付随する緑地、道路、駐車場、便益施設
（銀行・保険業の店舗、旅館、ホテル、商店、
飲食店、ガソリンスタンド等）、港湾関連官公
署事務所（海上保安官署、警察署、消防署等）

e 港湾関連用地
区分 概要 用途 具体の利用形態

保管施設用地 倉庫用地、野積場、貯木場、貯炭場、サイロ用
地、モータープール、空バンプール、シャーシ
プール

流通施設用地 港湾の流通機能の高度化を図るためのトラック
ターミナル、配送センター、卸売市場等の流通
業務施設。卸売展示施設、流通加工施設並びに
これらの附帯施設。コールセンター等の分配基
地（ただし、石油等危険物の分配基地を除く）

旅客施設用地 エプロン、旅客ターミナル（手荷物取扱所、待
合所、売店、食堂等）、宿泊所

港湾関連業務施設用
地

物流・流通・貿易関連事業所、事務所（海上運
送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事
業、貿易関連業、商業、金融業、保険業等の事
業所、事務所）。港湾管理施設（港湾管理事務
所等）。航行補助施設（信号施設等）。港湾関
連官公署事務所（税関、地方運輸局、地方整備
局、海上保安官署、警察署、入国管理事務所、
検疫所、消防署等の港湾関連官公署等）

福利厚生施設用地 休泊所、診療所、船員会館
作業基地用地 ケーソンヤード等
以上に付随するもの 上記に付随する緑地、道路、駐車場、便益施設

（旅館、ホテル、商店、飲食店、ガソリンスタ
ンド等）、下水処理場

港湾を通じた人的・
経済的な国内外の
様々な交流活動を推
進する施設、又は、
港湾におけるレクリ
エーション活動の用
に供する施設、及び
これらに付随する施
設のための用地

交流厚生用地

港湾における物流・
神流などの輸送活動
の増進を図り、ま
た、これらの活動を
支援する施設のため
の用地

港湾関連用地
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　 地域のイ メ ージに調和する色彩・ 材料を

用いる 。

　 原色の面的利用を避ける 。

　 低層部分（ １・ ２ 階部分 ） において 、 水

平方向に長い壁面（ おおむね 50m 以上）を

持つ建築物は、 歩行者空間が単調になら な

いよう 、 デザイ ン 上の工夫を行う 。

　 歩道に沿っ た建物低層部の壁面は、 窓や

ショ ーウィ ンド ウによ っ て透視の優れたも

のを使用し 、 開放的になる よう 努める 。

　 建築物については、 街並みの景観に配慮

し 、 質の高いデザイ ン で建築するよう 配慮

する。

エ　 形態等（ 原則と し て商業地域のみ）

( ア ) 色彩・ 材料

　 建築物、施設構造物の建設にあたっ ては、

埋立地であるこ と など地盤状況等を 十分に

考慮する。

　 防災・ 避難対策は、 建築基準法に従う が、

特に空港島の建築物は原則と し て耐火構造

と し 、 内装材には可能な限り 不燃材料を用

いる など、 その充実に努める。

オ　 安全対策

　 建築物の屋上等は、 上階や隣接建築物か

ら の眺望を 配慮し 、 屋根の仕上げ、 緑化等

修景上の工夫に努める 。

　 屋根上の高架水槽、 屋上アン テナ等の建

築設備については、 街のスカ イ ラ イ ン を乱

雑にするため、 何ら かの装飾的な囲いを施

すなど、 その形態、 色彩等に配慮する 。

　 受水槽・ ポン プ室・ 電気機械室などの建

築物付属施設は、 建築物の内部に設けるな

ど景観上の配慮をする 。

( イ ) 眺望

28
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中部臨空都市

（ 3 ）  その他

　 敷地境界線付近の植栽や、 壁面緑化、 屋

上緑化、 駐車場緑化等に努めると と も に、

樹種についても 地域環境に配慮し 、 多様な

植栽を 形成する よう 努める 。

ア　 植栽

　 高齢者、 身障者、 ベビーカ ーを 押す人、

子供、 外国人等を含むあら ゆる 人々が安全

かつ快適に過ごせる人にやさ し い都市環境

の形成を目指し 、 バリ アフ リ ーの徹底、 サ

イ ンシステムの整備等に配慮し た設計を行

う 。

ウ　 ユニバーサル・ デザイ ン の推進

　 通信の送受信を目的と し た地上系マイ ク

ロ波回線や衛星通信用のパラ ボラ アンテナ

等を 設置する場合は、 景観に配慮する。

エ　 地上系マイ ク ロ 波回線、 パラ ボラ ア

　 　ン テナ等

　 広告物の種類については、 原則と し て自

家用広告物のみと する。

　 なお、 こ のガイ ド ラ イ ン に定める 事項以

外については、 愛知県屋外広告物条例に従

う 。

イ 　 屋外広告物

図表　 ４ －６ 　 屋外広告物の種類

29



開発誘導指針・ その他28

図表　 ４ －７ 　 屋外広告物の種類（ 定義） 図表　 ４ －８

屋外広告物規制誘導方針（ 禁止区域）

細字： 愛知県屋外広告物条例基準

太字： 企業庁ガイ ド ラ イ ン基準

〇面積の合計2 0㎡以下（ 最大可視面積）

＊禁止地域は図表４ －10 、 ４ －1 1参照

種 類

広告板

木又は金属等材料を使用し て作成さ れ、

土地に建植又はその他物件を利用し て

取付けら れたも ので、 平面的に内容を

表示するも の。

木又は金属等材料を使用し て作成さ れ、

土地に建植又はその他物件を利用し て

取付けら れたも ので、 立体的に内容を

表示するも の。

木又は金属等材料を使用し て作成さ れ、

建築物の屋上に取付けら れ内容を表示

するも の。

木又は金属等材料を使用し て作成さ れ、

建築物等の壁面に取付け、又は塗布さ れ

たも ので平面的に内容を表示するも の。

木又は金属等材料を使用し て作成さ れ、

建築物等の側面に立体的に取付けら れ

たも の。

・ 地上から の高さ は 10m 以下と する。

・ 道路交差点部分の設置を避ける。

・ ひと つの建物で、 できる限り 集約する。

・ 地上から の高さ は 10m 以下と する。

・ 道路交差点部分の設置を避ける。

・ ひと つの建物で、 できる限り 集約する。

（ 耐火構造物及び不燃構造の建築物屋上）

 ・ 建築物の高さ の１ /３ 以下と する。

 ・ 広告物の裏面が見えないよう に配慮する。

（ 木造建築物 ）

 ・ 地上から の高さ 10 m 以下と する。

 ・ 建築物の高さ の１ /３ 以下と する。

 ・ 広告物の裏面が見えないよう に配慮する。

・ 広告物で建築物又は工作物の窓又は開口部

　をふさ がないこ と 。

・ 一壁面には、同一内容のも のは一個とする。

・ 不可

・ 美観に配慮し 、 同一建物内で、 デザイン、

　大きさ 、取付高さ 等をできる限り 統一する。

・ 1 個の面積は 2 ㎡以下と する。

広告塔

屋上広告

壁面広告

広告板

広告塔

屋上広告

壁面広告

突出広告

（ 中高層部）

突出広告

（ 低層部）
地盤レベルから

1 0m 未満

突出広告

定　 　 義

種類
内容

区分 禁止地域（ 知事指定道路、鉄道の接続地域 ）

自家用広告物
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開発誘導指針・ その他 29

・ 面積は 35 ㎡以下と する。

・ 地上から の高さ は 10m 以下と する。

・ 道路交差点部分の設置を避ける。

・ ひと つの建物で、 できる限り 集約する。

・ 面積は 50 ㎡以下と する。

・ 地上から の高さ は 10m 以下と する。

・ 道路交差点部分の設置を避ける。

・ ひと つの建物で、 できる限り 集約する。

（ 耐火構造物及び不燃構造の建築物屋上）

 ・ 建築物の高さ の１ /３ 以下と する。

 ・ 広告物の裏面が見えないよう に配慮する。

（ 木造建築物）

 ・ 面積2 0 ㎡以下、地上から の高さ 10 m 以下と する 。

 ・ 建築物の高さ の１ /３ 以下と する。

 ・ 広告物の裏面が見えないよう に配慮する。

（ 耐火構造物及び不燃構造の建築物屋上）

 ・ 建築物の高さ の１ /３ 以下と する。

 ・ 広告物の裏面が見えないよう に配慮する。

（ 木造建築物）

 ・ 面積20 ㎡以下、地上から の高さ 1 0 m 以下と する 。

 ・ 建築物の高さ の１ /３ 以下と する。

 ・ 広告物の裏面が見えないよう に配慮する。

・ 広告物で建築物又は工作物の窓又は開口部

　をふさ がないこ と 。

・ 一壁面には、同一内容のも のは一個とする。

・ 不可

・ 美観に配慮し 、 同一建物内で、 デザイン、

　大きさ 、取付高さ 等をできる限り 統一する。

・ 1 個の面積は 2 ㎡以下と する。

・ 面積は 35 ㎡以下と する。

・ 地上から の高さ は 10m 以下と する。

・ 幅または長さ は 15m 以下と する。

・ 広告物相互の間隔は 50 m 以上と する。

・ 道路交差点部分の設置を避ける。

・ ひと つの建物で、 できる限り 集約する。

・ 面積は 35 ㎡以下と する。

・ 地上から の高さ は 10m 以下と する。

・ 幅または長さ は３ m 以下と する。

・ 広告物相互の間隔は 50 m 以上と する。

・ 道路交差点部分の設置を避ける。

・ ひと つの建物で、 できる限り 集約する。

・ 広告物で建築物又は工作物の窓又は開口部

　をふさ がないこ と 。

・ 一壁面には、同一内容のも のは一個とする。

・ 不可

・ 美観に配慮し 、 同一建物内で、 デザイン、

　大きさ 、取付高さ 等をできる限り 統一する。

・ 1 個の面積は 2 ㎡以下と する。

広告板

広告塔

屋上広告

壁面広告

突出広告

（ 中高層部）

突出広告

（ 低層部）
地盤レベルから

1 0 m 未満

種類
内容

区分 許可地域 ( その他の地域　 条例第 5 条第 1 項 )

自家用広告物

許可地域 ( 知事指定道路、鉄道の接続地域　条例第 5 条第2 項 )

自家用広告物

図表　 ４ －９ 　 屋外広告物規制誘導方針（ 許可地域）

細字： 愛知県屋外広告物条例基準

太字： 企業庁ガイ ド ラ イン基準

＊許可地域は図表４ －10、 ４ －11 参照

中部臨空都市
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禁止地域
許可地域（ 条例第５ 条第１ 項）
許可地域（ 条例第５ 条第２ 項）

0 500m

禁止地域
許可地域（ 条例第５ 条第１ 項）
許可地域（ 条例第５ 条第２ 項）

図表　 ４ －10　 屋外広告物の禁止地域、 許可地域 ( 空港島 )

図表　 ４ －11 　 屋外広告物の禁止地域、 許可地域 ( 空港対岸部 )
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環境保全 31

中部臨空都市

　 施設から は、 周辺環境に影響を及ぼす騒

音等を極力発生さ せないよ う 努力すると と

も に、 やむを えず発生する 騒音等について

は、 十分な遮音等の対策を 施し 、 周辺環境

に影響を与えないよ う 配慮する。

進出企業等は、 次の点に配慮すると と も に、 必要に応じ て環境保全対策を 講ずる 。

（ 1 ）  騒音等

　 建築物等の建築等により 電波障害を 及ぼ

し た時は、 必要に応じ て適切に対処する。

（ 5 ）  電波障害

　 建築物等の建設にあたっ ては、 周辺の構

造物への影響を極力小さ く する。

　 なお周辺の構造物へ影響を与える恐れの

ある 場合は、 あら かじ め構造物の管理者と

その対策等について十分調整する 。

　 建設工事による 騒音、 振動などの影響を

抑えるよう に努めると と も に、 廃棄物の発

生抑制及び適正処理に努める。

　 工事現場周囲の仮囲いは、 周囲の景観に

配慮する。

（ 6 ）  工事中の対策

　 ばい煙等発生施設については、 排出さ れ

るばい煙等の濃度を 測定し 、 その結果を記

録する。

（ 2 ）  環境測定

　 建物の発生交通量に見合っ た駐車場を確

保すると と も に、 前面道路から の出入口の

位置、 間隔、 歩行者動線と の関係等に配慮

し 、 周辺交通への影響を最小限と するよう

配慮する。

（ 3 ）  交通

　 高層建築物の整備にあたっ ては、 ビル風

等の風害を 防ぐ ため、 建築物の形状や植栽

等に配慮する 。

（ 4 ）  ビル風

環境保全
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・事業用定期借地権

中部電力パワーグリッド株式会社

知多南部広域環境組合
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まちづく り への参画 33

中部臨空都市

　 まち づく り に関し た 景観形成、 リ サイ ク ル、

広報、 イ ベン ト などの活動に関し ては、 進出企

業等によ る 組織と し て「 まち づく り 協議会 」 を

設立する。

　 進出企業等は、 まち づく り 協議会に加入し 、

まち づく り に積極的に参画する。

まちづく り への参画
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